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○山県市長寿祝金支給事業実施要綱

令和３年３月２４日

告示第４６号

改正 令和５年３月２２日告示第３６号

（趣旨）

第１条 この要綱は、市内に住所を有する高齢者に対し、敬愛の意を表するととも

に長寿を祝うための長寿祝金の支給事業について、必要な事項を定めるものとす

る。

（対象者）

第２条 長寿祝金（以下「祝金」という。）の対象者は、住民基本台帳法（昭和４

２年法律第８１号）の規定に基づき市の住民基本台帳に記録されている者で、当

該年度の９月１日（以下「基準日」という。）において、満７７歳（喜寿）の者

とする。

（支給額）

第３条 祝金の支給額は、毎年度、予算の範囲内で定める。

（支給方法）

第４条 祝金の支給は、前条に規定する額の現金又は商品券等により、対象者へ支

給する。

（支給時期）

第５条 祝金の支給時期は、当該年度の基準日から９月末日までとする。ただし、

特別な事情がある場合は、この限りでない。

（補則）

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 令和３年度の対象者のうち、令和２年度に喜寿記念品の贈呈を受けたものにつ

いては、令和３年度は祝金を支給しないものとする。

附 則（令和５年３月２２日告示第３６号）抄

（施行期日）
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１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。


